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青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

青
森
県
規
則
第
六
十
二
号

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

除
く
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
青
森
空
港
と
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
に
路
線
を

定
め
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
機｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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� �

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
施
術
者
か
ら
施
術
所
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

五
年
三
月
十
四
日
青
森
県
告
示
第
百
四
十
九
号

(

漁
場
計
画)

で
公
示
し
た
共
同
漁
業
の
免
許
に
係

る
申
請
期
間
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄
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名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

山
中
産
科
婦
人
科

医
院

ア
ッ
プ
ル
調
剤
薬

局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
二
一
四
の
一

青
森
市
古
川
二
丁
目
八
の
八

平
成
��

･

�･

��

��･

�･

��

名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

よ
し
だ
歯
科
医
院

八
戸
市
大
字
湊
町
字
柳
町
一
の
二

平
成
��･

�･

��

氏

名

住

所

施
術
所
の

名

称

施
術
所
の
所
在
地

廃

止

年
月
日

高
山

裕

青
森
市
大
字
石
江
字

江
渡
五
二
の
一
六
四

呉
本
鍼
灸
接

骨
院

青
森
市
大
字
石
江
字

江
渡
五
二
の
一
六
四

平
成

��･

�･

��

区
分

公
示
番
号

申
請

期
間

変
更
前

平
成
１
５
年
３
月
１
７
日
か
ら
同
年
６
月
１
６
日
ま
で

変
更
後

東
共
第
１
９
号

平
成
１
５
年
７
月
２
日
か
ら
同
月
４
日
ま
で

変
更
前

平
成
１
５
年
３
月
１
７
日
か
ら
同
年
６
月
１
６
日
ま
で

変
更
後

東
共
第
２
０
号

平
成
１
５
年
７
月
２
日
か
ら
同
月
４
日
ま
で

� �



� �

公

告

浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
の
公
表

水
防
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河

川
に
つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
そ
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定

め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
及
び
当
該
水
深
を
表
示
し
た
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

堤
川
水
系平

成
十
四
年
度
社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
災
害
共
済
事
業
経
営
状
況
の
公
表

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
か
ら
平
成
十
四
年
度
の
災
害
共
済
事
業
の
経
営
状
況
に

つ
い
て
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

事
業
実
績

加
入
都
道
府
県
市
区
町
村
会
員
数

一
、
二
七
七

加
入
戸
数

八
八
六
、
一
七
三
戸

共
済
契
約
金
額

五
、
八
六
六
、
二
二
六
、
七
五
六
、
〇
〇
〇
円

火
災
共
済
掛
金

一
、
一
二
四
、
二
七
三
、
〇
八
五
円

被
災
戸
数

三
四
七
戸

火
災
共
済
給
付
金

三
五
二
、
七
七
五
、
三
九
七
円

復
興
建
築
助
成
戸
数

一
五
四
戸

復
興
建
築
助
成
金

六
七
、
一
〇
九
、
九
六
九
円

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
会
員
数

六
六

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
金

二
七
、
六
一
〇
、
六
〇
〇
円

住
宅
災
害
見
舞
戸
数

六
二
八
戸

住
宅
災
害
見
舞
金

一
三
、
一
四
四
、
〇
〇
〇
円

二

収
支
計
算

１

収
入

火
災
共
済
掛
金
収
入

一
、
一
二
四
、
二
七
三
、
〇
八
五
円

建
物
管
理
の
部
収
入

五
五
、
二
一
一
、
六
二
二
円

そ
の
他
の
収
入

三
六
六
、
〇
五
五
、
一
五
三
円

当
期
収
入
合
計
�

一
、
五
四
五
、
五
三
九
、
八
六
〇
円

前
期
繰
越
収
支
差
額

七
三
、
三
九
一
、
九
八
七
円

収
支
合
計
�

一
、
六
一
八
、
九
三
一
、
八
四
七
円

２

支
出

事
業
費

五
二
二
、
五
五
一
、
八
七
五
円

管
理
費

二
七
六
、
九
八
二
、
五
六
四
円

建
物
管
理
費

二
二
、
一
七
七
、
四
七
三
円

特
定
預
金
等
支
出

七
三
六
、
三
五
一
、
七
三
〇
円

当
期
支
出
合
計
�

一
、
五
五
八
、
〇
六
三
、
六
四
二
円

当
期
収
支
差
額
�－

�

▲
一
二
、
五
二
三
、
七
八
二
円

次
期
繰
越
収
支
差
額
�－

�

六
〇
、
八
六
八
、
二
〇
五
円
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�� 	� 第2193号


区

間

名

称

上

流

端

下

流

端

堤
川

左
岸

青
森
市
第
二
問
屋
町
二
丁

目
四
番
地
内

新
妙
見
橋

下
流
端

右
岸

青
森
市
妙
見
一
丁
目
一
番

地
内

新
妙
見
橋
下
流
端

海
に
至
る
場
所

駒
込
川

左
岸

青
森
市
筒
井
四
丁
目
二
四

番
地
内

鉄
道
橋
下
流
端

右
岸

青
森
市
古
館
一
丁
目
一
番

地
内

鉄
道
橋
下
流
端

堤
川
へ
の
合
流
点

� �
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出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

田

中

正

之

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
板

柳
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

斉

藤

剛

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

斉

藤

剛
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
六
〇
―
一
〇
七

田

子

町

平
成
��･

�･

��

〃

六
〇
―
一
〇
八

〃

〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃

山
内

金
男

久
米
田

栄
一

大
谷

浩
二

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
滝
井
字
川
崎
四
二

〃

〃

大
字
常
海
橋
字
松
枝
三
九

の
一

〃

〃

大
字
五
林
平
字
細
田
一
九

二
の
一

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃

〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

成
田

清
行

成
田

康
一

福
士

孝
一

関

常
治

成
田

康
一

前
田

斉

山
内

金
男

久
米
田

栄
一

成
田

清
行

小
野

隆

成
田
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土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

瀬
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

上
北
地
方
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林
水
産
事
務
所
長

山

口

真
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誤
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